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規

則

東
京
都
建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
三
号

東
京
都
建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
建
設
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
知
事
へ
の
提
出
を
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
一
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
手
続
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一

項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
二
条
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
知
事
へ
の
提
出
を
デ
ジ
タ
ル
手
続
法
第
六
条
第

一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
五
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

閲
覧
所
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
手
続
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
閲
覧
に
つ
い
て
も
同

様
と
す
る
。

第
六
条
中
「
提
出
書
類
」
を
「
閲
覧
所
に
お
い
て
提
出
書
類
」
に

改
め
る
。

第
七
条
中
「
提
出
書
類
及
び
処
分
簿
」
を
「
前
条
の
閲
覧
申
込
票

を
提
出
し
て
行
う
提
出
書
類
及
び
処
分
簿
の
閲
覧
」
に
、
「
閲
覧
す

る
」
を
「
す
る
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
備
考
２
中
「１０社

」
を
「１０者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

建
設
業
法
施
行
細
則
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残

存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

豊
島
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
一
月

二
十
九
日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例

（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。
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㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

千
代
田
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
三
十

一
日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

の
名
称

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
曙

町
及
び
葛
飾
区
堀
切
四
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化

合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
新
砂
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の

実
施
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第17928号）東 京 都 公 報令和5年10月23日（月曜日）１１

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第17928号）東 京 都 公 報令和5年10月23日（月曜日）１５
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
休
止
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
九
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。令

和
五
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日
時

㈠

学
科
試
験

令
和
六
年
一
月
二
十
七
日
（
土
曜
日
）
午
前
十
時
三
十
分
か

ら
正
午
ま
で

㈡

実
地
試
験

令
和
六
年
一
月
三
十
日
（
火
曜
日
）
又
は
同
月
三
十
一
日

（
水
曜
日
）
の
う
ち
、
指
定
す
る
日
時

二

試
験
場
所

㈠

学
科
試
験

学
校
法
人
後
藤
学
園
（
豊
島
区
南
池
袋
三
丁
目
十
二
番
五

号
）

㈡

実
地
試
験

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番

十
号
）

三

受
験
資
格

㈠

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十

七
条
に
規
定
す
る
者

㈡

旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ

る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
、
旧
中
等
学
校
令
（
昭

和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
の
二
年
の
課

程
を
終
わ
っ
た
者
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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り
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

四

試
験
科
目

㈠

学
科
試
験

ア

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

イ

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

ウ

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

㈡

実
地
試
験

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能

五

受
験
手
続

㈠

受
験
願
書
受
付
日
時

令
和
五
年
十
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
八
日

（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書

留
で
令
和
五
年
十
二
月
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る

も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

㈡

受
験
願
書
受
付
場
所

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側

保
健
医
療
局
健
康
安

全
部
健
康
安
全
課
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
課
（
郵
便

番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
送
付
す
る
こ
と
。

㈢

提
出
書
類

ア

受
験
願
書
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十

年
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号
）
別
記
第
十
二
号
様
式
に
よ

る
。
）

イ

履
歴
書

ウ

写
真
（
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、

正
面
向
き
で
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
・
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
、
裏
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
入
し
た
も

の
）

エ

受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
中

学
校
以
上
の
学
校
の
卒
業
証
明
書
（
原
本
）
又
は
卒
業
証
書

の
写
し
（
こ
の
場
合
は
、
原
本
を
提
示
し
、
写
し
を
提
出
す

る
こ
と
。
）
）

㈣

試
験
手
数
料

一
万
八
百
円

納
付
書
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
金
融
機
関
、
東
京
都
収
納
代

理
金
融
機
関
に
納
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
納
入
し
た
試
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

六

合
格
発
表

令
和
六
年
三
月
十
八
日
（
月
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
、
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側
入
口
に
、
合
格
者

の
受
験
番
号
を
掲
示
し
て
発
表
す
る
と
と
も
に
、
同
日
午
前
十
時

か
ら
東
京
都
保
健
医
療
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https:／／w

w
w
.

hokeniryo.m
etro.tokyo.lg.jp ／

）
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を

掲
載
す
る
。

七

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
用
紙
は
、
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康

安
全
課
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側
）
に
お
い
て
、

令
和
五
年
十
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

㈡

問
合
せ
先

東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
試
験
・
免
許

担
当電

話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
三
五
八

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


